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地域福祉ネットワークを形作るのは、人と人との「つながり」です。日頃からの近所

における「あいさつ」や「声かけ」はそのような「つながり」のきっかけとなるもので、

こうした活動の積み重ねにより蒔かれた種が、やがて大きなネットワークとして花開き

ます。重層的な地域福祉ネットワークをつくり上げていくため、地域の関係者が一体と

なって取り組む、見守りや支えあいの活動を推進していきます。 

 
 

        

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、自分たちが暮らす地域や周

りの人々に関心を持ち、地域の多様な主体が地域における課題を「他人事」ではなく、

「我が事」として把握・共有し、解決を試みる体制を整備する必要があります。近隣に

おいて日頃からあいさつを交わすなど、コミュニケーションを図り顔の見える関係づく

りを進めることで、親近感が生じ、近隣の人や地域への関心が高まります。このように

して、互いの絆を深めながら、自分たちの暮らす地域を住みよいまちにしていくための

福祉活動を実践していくことが求められています。 

また、住民の身近な地域が、人々のつながりにより、さらに広い範囲に広がっていく

ことによって、重層的な地域福祉ネットワークの構築を進めていきます。 

 

（１）地域福祉活動の拡充（１）地域福祉活動の拡充（１）地域福祉活動の拡充（１）地域福祉活動の拡充    

 

 

 

 

地域で暮らす人にとって、最も身近な圏域である隣近所や小学校区では、自治会、民

生委員・児童委員、校区福祉委員会、老人クラブなどが身近な地域福祉の担い手として

地域での見守り活動をはじめ、住民どうしの交流の場を設定するなど、地域住民に最も

近いところで、支援の必要な人の発見や地域生活課題の把握、その解決に向けた取り組

みなどを行っています。そして、それらの活動からさらに中学校区単位で情報の共有化

が行われ、重層的なネットワークを構築し、地域福祉活動を活性化しています。 

しかし、市民アンケートにおいては、「近所の方に対してお手伝いなどをすることが

ありますか」、「近所の方に対してお手伝いをしてほしいことがありますか」の問いに対

して回答のあった割合がいずれも３割に満たないという結果でした。また、近所づきあ

いの状況について尋ねた問いについて５年前と比較すると、「近所の仲の良い人とよく

行き来している」が減少し、「近所づきあいをほとんどしていない」が増加しており、

住民相互の支えあい、助けあいの精神の希薄化が進んでいるといえます。さらに、地域

懇談会においても、地域におけるつながりが弱くなっているという意見が多くあり、「地

域での顔の見える関係づくり」の重要性や「助け上手・助けられ上手な関係づくり」を

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

１１１１    地域福祉活動の拡大と浸透地域福祉活動の拡大と浸透地域福祉活動の拡大と浸透地域福祉活動の拡大と浸透    



第５章 ひろげよう！福祉活動とネットワーク 

64 

していく必要性が述べられました。 

一方、事業所・団体アンケートでは、地域と関わる活動や地域貢献に取り組んでいる

事業所・団体が約９割となっており、地域福祉意識の浸透がうかがえます。 

今後、地域における支えあいの関係づくりを強化していくためには、自治会、民生委

員・児童委員、校区福祉委員会、老人クラブなどの活動と地域住民、事業所などの連

携が不可欠です。こうした地域資源を有機的に結びつけるため、各リージョン区単位

に配置された社協ＣＯＷが地域の中でさまざまな活動に関わりながらコーディネート

機能を発揮しています。地域福祉活動をさらに活性化させるため、関係機関や地域住

民をまきこみながら、より一層連携を強化し、地域特性に応じた活動を充実していく

必要があります。 

 

 

 

① 近隣住民による支えあいの強化 

地域で支援を必要とする人を「発見する、相談に応じる、見守る、支援する」ため、

地域住民の福祉意識の向上を図りつつ、身近な人どうしの支えあいを推進し、「地域の

福祉力」の向上を図ります。また、地域住民を主体に、自治会、民生委員・児童委員、

校区福祉委員会、老人クラブなどの連携を強化します。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

民生委員・児童委

員による相談対

応 

【生活福祉室】 

【子ども家庭課】 

地域住民の身近な相談窓口であり、

指導、調査などの自主的な活動や、

福祉事務所などへの協力活動を行

う。 

活動の負担軽減に向けた支援

体制の強化が必要である。ま

た、民生委員・児童委員の活動

内容を広く周知する。 

母子福祉推進委

員による相談対

応 

【子ども家庭課】 

概ね各小学校の通学校区を担当地

区として配置され、母子家庭の母や

寡婦からの相談対応、情報提供を行

う。 

年に１度、母子福祉推進委員に

対して研修を実施。母子福祉推

進委員としての活動のあり方

や、市のひとり親施策について

啓発を促していく。 

支えあい体制づ

くり 

【社会福祉協議会】 

介護基盤緊急整備等特例基金を活

用し、地域で高齢者や障害者の見守

りや居場所づくり、社会参加の促進

を図るなど支えあう体制づくりを

行う。 

引き続き、見守りや居場所づく

り、社会参加の促進を図る。 

 

 

② 地域福祉活動のコーディネート機能の強化 

社協ＣＯＷが地域のさまざまな活動に積極的に関わることを通じて、地域住民や福祉

の専門職との連携を強化します。また、それぞれのニーズを反映しながら、地域特性に

応じた活発な活動を企画・調整し、推進していきます。 

 

 

 

 

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    
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主な事業 事業概要 今後の方向性 

社会福祉協議会 

地 域 担 当 職 員

（COW）の配置 

【福祉企画課】 

【社会福祉協議会】 

地域を担当する職員を配置すること

により、自治会、民生委員・児童委

員、校区福祉委員会、老人クラブな

どとの連携を深め、ボランティア活

動や地域住民による福祉活動を支援

する。 

複合多問題ケースが増加する

中、引き続き、地域とより密

接な信頼関係を構築し、地域

課題の発見や支えあいのネッ

トワークづくりに努める。 

 

 

③ 地域福祉活動の基盤づくり 

支援を必要とする人を支えあう身近なネットワークを強化するため、日頃から、地域

の資源や特性を活かした福祉のまちづくりを進めていきます。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

リージョンセン

ター公民協働事

業 

【ＮＰＯ・市民活動支援課】

市民プラザを拠点に、市と市民が協

働して行う事業に対して助成金を

交付しており、企画運営委員会にお

いて、プラザの事業に参加する市民

の中から、事業への参画や企画する

人を増やす取り組みを行っている。 

リージョン区を超えた委員ど

うしの意見交換の場を設ける

ことや、子どもたちや地域で活

躍する他の団体と協働した事

業を進めることで、委員の負担

を軽減し、新たな企画を生む環

境を整備していく。 

赤い羽根共同募

金 

【社会福祉協議会】

高齢者、障害者、子どもなどに対す

る地域福祉活動を充実・強化する。

また、災害時における災害ボランテ

ィアセンターの設置、運営に役立て

るため募金運動を行う。 

募金額が減少しないように、継

続的な啓発活動を行っていく。 
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（２）小地域ネットワーク活動（２）小地域ネットワーク活動（２）小地域ネットワーク活動（２）小地域ネットワーク活動の活性化の活性化の活性化の活性化    

 

 

 

最も身近な福祉のネットワークにおいては、小地域（概ね小学校区）を単位として、

校区福祉委員会による小地域ネットワーク活動が展開されています。小地域ネットワー

ク活動においては、声かけ・見守り活動などの個別援助活動や、ふれあい食事会、いき

いきサロン、世代間交流、子育て支援活動、介護予防教室などのグループ援助活動とい

った日常的な活動から、認知症サポーター養成講座、災害時に備えての防災訓練など、

さまざまな取り組みが進められています。 

こうした行政では担いきれない、地域に根ざしたきめ細かな事業展開を行うことは、

SOSを自ら発信することができない人の早期の発見といった、地域における支えあい

の精神や共助力を強化する一助となっています。 

小地域ネットワーク活動の認知・理解度は向上してきていますが、新たな担い手が不

足し、活動に携わる人が固定化しているといった課題も聞かれます。 

「地域共生社会」の実現に向け、地域住民の生活実態の把握に努め、地域生活課題を

共有し解決への取り組みを進めることが求められます。支援の必要な人が地域の中で孤

立しないよう、また、困った時に地域で気軽に相談できるよう、日常の見守りや声かけ

などの活動を広げ、市民・団体・関係機関・行政などが協力しながら、地域で支えあえ

るしくみづくりを進める必要があります。 

 

 

 

 

① 地域住民を主体とした福祉のネットワーク化の推進 

小地域ネットワーク活動の活性化に向け、社会福祉協議会との連携のもと、地域住民

を主体とした持続的な見守りや援助活動などといった地域に根ざした組織的な活動を

支援していきます。また、より多くの人に、参加者としてだけではなく、担い手として

活動に関わってもらえるような周知にも取り組みます。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

小地域ネットワ

ーク活動 

【福祉企画課】 

【社会福祉協議会】 

小地域（概ね小学校区）を単位とし

て、要援護者を対象に、保健・福祉・

医療等の関係者と住民が協働して

進める見守り・援助活動を行う。 

研修会の開催などによる支援者

の育成を行い、地域住民の居場

所や相談の場としての機能強化

を図る。 

小地域ネットワ

ーク活動「介護予

防事業」 

【地域包括ケア推進課】  

【社会福祉協議会】 

高齢者が要介護状態となることを

予防し、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援

する。 

関係機関と連携し、小地域ネッ

トワークの他の取り組みとも連

動させて、新規参加者の増加と

介護予防リーダーの養成に努め

る。 

 

 

 

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    
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② 校区福祉委員会の機能強化 

校区福祉委員会は、地域内の各種住民組織の構成員を中心に、福祉活動を行うボラン

ティアなどにより構成されており、組織間の連携や協力体制をとりながら、さまざまな

活動を行っています。研修会の開催などの支援を通じ、今後、小地域ネットワークが果

たす住民に身近な圏域における地域生活課題の把握、解決の場としての機能のより一層

の強化を図っていきます。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

ＣＳＷ・社協ＣＯ

Ｗと地域福祉推

進団体との連携 

【社会福祉協議会】 

ＣＳＷ・社協ＣＯＷが、地域福祉

を推進する団体に対し、分野を超

えた連携・橋渡しを行い、地域課

題の共有化を通して、地域のコー

ディネートを行う。 

地域を支えるため、分野を超え

た専門機関の連携強化を図り、

地域課題解決に向けた取り組み

を地域の関係者や専門機関と共

に検討する。 

 

    

    

（３）社会福祉協議会（３）社会福祉協議会（３）社会福祉協議会（３）社会福祉協議会の機能強化の機能強化の機能強化の機能強化    

 

 

 

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中心的な担い手として、社会福祉法において

は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として明確に位置付けられ、住民主

体によるさまざまな地域福祉活動を推進し、行政の福祉事業を受託するなど、公共性の

高い民間非営利組織として活動してきました。また、地域住民の地域活動への参加を促

進し、ボランティア、福祉関係者などの活動主体との連携や調整を行うための役割を担

っています。 

さらに、公民協働で地域福祉を推進するために、社会福祉協議会が策定している「地

域福祉活動計画」に基づき、行政や自治会、民生委員・児童委員、校区福祉委員会、福

祉団体、社会福祉施設、ボランティア・ＮＰＯ、関係機関などと役割分担・連携してさ

まざまな活動を行っています。 

市民アンケートにおいて、社会福祉協議会の認知度は５割程度にとどまっていること

から、地域住民の理解と協力を得るためにはさらなる周知が必要であり、多種多様な事

業を実施していることを地域にアピールし、取り組んでいる事業の趣旨や意義などにつ

いて、啓発していく必要があります。 

事業所・団体アンケート結果では、現在、社会福祉協議会と情報交換など連携ができ

る関係を持っている事業所・団体は 6 割を超え、今後、関わりを持ちたい事業所・団

体は 1 割程度となっておりますが、地域福祉活動の活性化のためには、社会福祉協議

会がより積極的に地域福祉ネットワークに関わっていくことが重要です。 

本市の社会福祉協議会は、福祉関係団体の連絡調整や団体の運営・事業推進のための

支援を行っており、今後も、本市における地域福祉の中間支援組織として、福祉のプラ

ットフォーム機能やコーディネーター的役割を担っていくことが求められます。 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    



第５章 ひろげよう！福祉活動とネットワーク 

68 

 

 

 

 

① 地域福祉のコーディネーター機能の強化 

公共性の高い民間組織である社会福祉協議会は、福祉関係の団体・機関をつなげる力

を持っています。本市の地域福祉の推進を担う中間支援組織として、社会福祉協議会の

役割を市民に周知するとともに、組織や分野を超えた連携・協働によるコーディネート

機能を強化していきます。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

校区福祉委員会

活動 

【社会福祉協議会】 

地域内の各種住民組織の構成員を

中心に福祉のまちづくりを進めよ

うと活動するボランティアなど

が、住民の身の回りで起こってい

る福祉課題の解決のためにさまざ

まな活動を行う。 

研修会の開催などにより、福祉

課題を解決していく支援者の育

成を図る。 

ボランティア活

動の支援を通じ

た地域福祉ネッ

トワークの強化

【社会福祉協議会】 

市民のボランタリーな活動を支援

し、その活動においてボランティ

アならではの力が発揮できるよ

う、ボランティアニーズの需給調

整を行う。 

既存のボランティアグループ活

動を継続するための担い手の発

掘や養成する講座などについて

検討していく。 

老人センターを

通じた地域福祉

ネットワークの

強化 

【社会福祉協議会】 

老人センターを拠点として、シル

バーボランティア事業を展開す

る。また、ボランティアに対して

の活動支援を図り、地域福祉活動

のコーディネートを行う。 

シニア地域活動実践塾受講者な

どに対し、支援型ボランティア

を育成する。また施設のニーズ

に合ったボランティア育成を行

う。 

 

 

② 各種支援組織のプラットフォーム機能の強化 

社会福祉協議会は、福祉関係団体の事務局機能を有し、連絡調整をはじめ、それぞれ

の団体の運営・事業の支援を行っています。この機能を活用し、地域福祉のプラットフ

ォームとして、各団体・組織間の連携を支援し、横断的で有機的な地域福祉を推進しま

す。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

各種福祉団体の

事務局機能を通

じた地域福祉の

プラットフォー

ム機能の推進 

【社会福祉協議会】 

市内の福祉団体の事務局を担い、

各団体の円滑な活動の推進を図

る。 

引き続き、各団体が円滑に活動

できるよう努める。 

ボランティア活

動におけるプラ

ットフォーム機

能の推進 

【社会福祉協議会】 

 

老人センターを拠点として、シル

バーボランティア事業を展開。定

例会などを開催し、ボランティア

グループの活動支援を行う。 

ボランティア養成講座を開催

し、新規グループの立ち上げや

既存のボランティアグループの

会員増加につなげていく。 

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    
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主な事業 事業概要 今後の方向性 

地域福祉ネット

ワーク推進会議

の開催 

【社会福祉協議会】 

多種多様な関係機関・専門職と連

携強化を図り、「制度の狭間」の問

題や、複合多問題を抱える人に対

して、適確かつ迅速に対応できる

ネットワーク・プラットフォーム

の構築をめざす。 

会議内容の充実と地域参画の働

きかけを行う。 

 

 

③ 地域福祉に関する情報発信力の強化 

社会福祉協議会には、住民のボランティア活動だけでなく、地域福祉プラットフォー

ムとして関わりあいのある組織・団体を含め、地域住民との協働や連携によるさまざま

な活動にかかる情報が集まっています。これらの情報を効果的に発信し、活動のさらな

る活性化をめざします。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

さまざまな情報

発信ツールの利

用・促進 

【社会福祉協議会】 

広報紙やウェブサイトなど、市民

が必要とする福祉情報を発信でき

るよりよい手段を検討し、また、

情報の精査と充実を図る。 

数多くの情報発信ツールが存在

する中、どのツールの活用が有

効かを検討し、従来以上の情報

発信に取り組んでいく。 
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公的機関や社会福祉法人をはじめとするさまざまな機関は高齢、障害、子どもなどそ

れぞれの分野において、支援を必要とする人への福祉サービスを提供していますが、少

子高齢化や、核家族化の進行による地域のつながりの希薄化など地域社会を取り巻く環

境の変化により、地域住民の抱える地域生活課題は複雑化、多様化しています。 

例えば、介護と育児に同時に直面する世帯、高齢の親とひきこもりの子の世帯といっ

た複数分野での課題を抱えた世帯に対しては、従来の「縦割り」の福祉サービスだけで

は対応が難しくなっています。 

また、これまでの制度では十分な支援が行き届かない、いわゆる「制度の狭間」の問

題が明らかになっており、そのような課題に、関係機関が迅速かつ適切に対応するため

には、分野を超えた専門機関どうしの連携が不可欠であり、地域住民や地域における支

援者、社会資源などとも連携し、さまざまな人が絡み合った重層的な地域福祉ネットワ

ークを構築していく必要があります。 

 

 

本市では、専門機関どうしの「顔の見える関係づくり」を進めるため、平成24年度

から地域福祉ネットワーク推進会議を開催しており、行政や地域福祉の推進に関わる専

門機関、事業所が分野を超えて交流し、意見交換をすることで、さらなる多職種連携の

強化をめざしています。 

事業所・団体アンケートにおいては、「地域や関係機関と連携・協働する上で行政に

期待すること」として、「連携・協働のきっかけづくり」という意見が最も多く寄せら

れました。また、地域福祉ネットワーク推進会議へ参加したいという事業所・団体も 5

年前と比べて増加しており、継続して分野を超えた連携を推進していくことが求められ

ています。さらに、地域懇談会においては、専門職だけでなく地域住民を交えての地域

福祉ネットワーク推進会議の開催を希望する声も聞かれました。 

今後は地域福祉のコーディネーターとしての役割を担っている社協ＣＯＷやＣＳＷ

と連携しながら、分野を超えたさらなる連携が促進される包括的な支援体制を整備して

いく必要があります。 

 

 

 

 

① 地域福祉ネットワークの連携強化 

複雑・多様化する地域生活課題に対応するため、関係機関が日頃から意思疎通を図れ

る環境づくりを進めます。また、地域福祉ネットワーク推進会議などを一層充実し、分

野を超えた横断的な連携のさらなる強化にも努めます。 

 

 

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

２２２２    地域福祉ネットワークの強化地域福祉ネットワークの強化地域福祉ネットワークの強化地域福祉ネットワークの強化    
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主な事業 事業概要 今後の方向性 

地域福祉ネット

ワーク推進会議 

【福祉企画課】 

【社会福祉協議会】 

専門機関や地域の支援者が分野を

超え、日頃から顔の見える関係づ

くりを行うことで、多職種連携の

さらなる強化を図る。 

地域生活課題が多様化、複雑化

する中、多職種連携の重要性が

高まっている。地域住民を含め、

より多くの関係機関の参画を促

すなど、地域におけるネットワ

ークのさらなる強化に努める。 

自立支援協議会 

【障害施策推進課】 

相談支援事業をはじめとする地域

の障害福祉に関するシステムづく

りに関し、中核的役割を果たす協

議の場として地域の関係機関のネ

ットワークを構築する。 

協議会、部会のあり方などにつ

いても議論し、各会議の役割分

担を明確化する。 

高齢者地域ケア

会議 

【地域包括ケア推進課】  

高齢者が住みなれた地域社会で安

心して暮らせるよう、関係機関、

事業者などが意思疎通を深め、共

通する問題を協力して解決する取

り組みを通じ、高齢者支援に関わ

る諸活動を総合的に調整推進す

る。 

地域課題の把握とシステムの構

築、関係団体との情報共有を進

め、多様な組織との連携強化を

図る。また、各地域で社会資源

の見える化としてマップ作成に

取り組み、高齢者への情報提供

ができるよう努める。 

こどもの発達支

援ネットワーク

協議会 

【子ども見守り課】 

子どもの障害の早期発見と発達支

援並びにその家族を支援すること

を目的として、福祉・保健・教育

の各機関が有する情報の共有、機

関連携の強化と療育システムの充

実を図る。 

定期的な連携会議を開催、多角

的な支援の構築を図る。また、

ライフステージに応じた適切な

支援が受けられるよう相談・療

育体制の充実を図り、自立支援

協議会とも連携を図る。 

こころの健康推

進連絡協議会 

【健康づくり課】 

精神障害者の社会復帰の促進及び

その自立と、社会経済活動への参

加の促進のために必要な支援を行

い、市民のこころの健康の保持及

び増進を図る。 

協議会をはじめ各部会におい

て、参加者の意見を反映した議

題を積極的に選定するなど、主

体的に関わりやすい会議を開催

する。地域ネットワーク強化の

ため今後も継続する。 

 

② ＣＳＷの機能強化 

ＣＳＷは、援護を要する人やその家族、既存の制度では対応が難しい「制度の狭間」

におかれた人などのさまざまな相談に応じ、民生委員・児童委員、校区福祉委員会、自

治会などの地域の支援者や各分野における関係機関と連携しながら、分野横断的な支援

機能を果たしています。複合的な地域生活課題を解決する上で、相談支援の包括化（＝

丸ごとつながること）は、非常に重要であり、その中核的な機能をＣＳＷが担っていま

す。今後、研修の充実などにより、ＣＳＷのより一層の専門性・相談スキルの向上を図

っていきます。 

 

主な事業 事業概要 今後の方向性 

コミュニティソ

ーシャルワーカ

ー配置事業 

【福祉企画課】 

援護を要する人からの相談に応

じ、専門機関へのつなぎなどを行

うとともに、地域の福祉課題を把

握し、社協ＣＯＷと連携しながら

セーフティネットの体制を構築す

る。 

今後、複合的で複雑な課題を抱

える事例の増加が予想される

中、幅広い専門機関が連携でき

るネットワークづくりを社協Ｃ

ＯＷとともに主導して進めてい

く。 
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   「顔の見える関係づくり」をめざして 

～ 地域福祉ネットワーク推進会議 

 地域福祉ネットワーク推進会議は、制度の狭間にある方や、複合的な問題を抱えた方

に対して円滑に支援できるよう、分野を超えた専門機関どうしの「顔の見える関係づく

り」を目的としています。 

 社協ＣＯＷやＣＳＷなどの働きかけにより、本会議の認知度や参加事業所数は増加し

てきており、また、参加者からも「複合多問題を抱える人に対して多職種で連携 

しながら支援することができた」、「他分野の業務内容を理解していたことから、専門外

の相談を受けた際もスムーズに適切な窓口へつなぐことができた」といった声が 

寄せられています。 

 

 

   地域の身近な福祉の相談窓口 

～ いきいきネット相談支援センター 

 地域の身近な相談窓口として、ＣＳＷの活動拠点となる「いきいきネット相談支援セ

ンター」を市内１０か所に設置し、さまざまな福祉課題に対する相談対応を行っていま

す。また、ＣＳＷが月に１回市民プラザへ出張して「福祉なんでも相談」を実施してい

ます。 

相談に応じるＣＳＷは、相談に来られる方の身体の状態や家庭の状況をお伺いするこ

とで課題の本質を探り、関係機関や地域の方と連携し、相談者の思いに寄り添える支援

を実施するように心がけています。 

暮らしの中で困りごとがあり、どこに相談すればいいかわからない方はお気軽にご相

談ください。 
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